
常務理事会 

（第47事業年度・第６回 

平成24年８月30日常務理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

Ⅰ 審議事項 
１．IFRS財団のコメント募集文書
「IASB及びIFRS解釈指針委員会デ
ュー・プロセス・ハンドブック」

に対するコメント案に関する件 

平成24年５月８日付けでIFRS財団か

ら公表された『IFRS財団のコメント募

集文書「IASB及びIFRS解釈指針委員会

デュー・プロセス・ハンドブック」』

に対する協会意見を取りまとめた旨提

案があり、審議の結果、提案どおり承

認された。 

２．品質管理委員会からの意見具申

「品質管理レビュー手続の一部改

正について」に関する件 

クラリティ版の新基準である品質管

理基準委員会報告書、監査基準委員会

報告書の適用に伴う用語等の見直し及

び報酬依存度のセーフガードとして品

質管理レビューを利用する場合並びに

準登録事務所名簿への登録を希望する

場合の対応等について、品質管理レビ

ュー手続を一部改正する旨提案があり、

審議の結果、提案どおり承認された。 

３．業種別委員会からの答申『業種

別委員会実務指針第47号「特定目
的会社に係る監査上の実務指針」

の改正について』に関する件 

平成23年12月22日付けで公表された

新起草方針に基づく監査基準委員会報

告書を受け、業種別委員会実務指針第

47号「特定目的会社に係る監査上の実

務指針」を改正する旨提案があり、審

議の結果、提案どおり承認された。 

４．ＩＴ委員会からの答申に関する

件 
(1) ＩＴ委員会報告第４号「公認会
計士業務における情報セキュリテ

ィの指針」の改正について 

(2) ＩＴ委員会研究報告第34号『Ｉ
Ｔ委員会報告第４号「公認会計士

業務における情報セキュリティの

指針」Q&A』の改正について 

CAAT利用時の留意点の追加及び個人

情報保護法関連の記述の削除等を行う

ため、ＩＴ委員会報告第４号「公認会

計士業務における情報セキュリティの

指針」を改正する旨、また、品質管理

基準委員会報告書第１号「監査事務所

における品質管理」の改正に伴う改正

及びCAAT利用時の留意点並びに監査事

務所がクラウド/インターネットスト

レージのサービスを利用する場合の留

意点の追加等を行うため、ＩＴ委員会

研究報告第34号『ＩＴ委員会報告第４

号「公認会計士業務における情報セキ

ュリティの指針」Q&A』を改正する旨

それぞれ提案があり、審議の結果、提

案どおり承認された。 

５．会計制度委員会からの答申

『IFRS解釈指針委員会 解釈指針
案DI/2012/１「特定の市場で事業
を行う企業に対して公的機関が課

す賦課金」に対する意見』に関す

る件 

平成24年５月31日付けでIFRS解釈指

針委員会から公表された『IFRS解釈指

針委員会 解釈指針案DI/2012/１「特

定の市場で事業を行う企業に対して公

的機関が課す賦課金」』に対する協会

意見を取りまとめた旨提案があり、審

議の結果、提案どおり承認された。 

Ⅱ 報告事項 
１．IFAC IESBA会議（ニューヨー
ク会議）報告に関する件 

２．IAASBエジンバラ会議報告に関
する件 

平成24年６月18日から20日にかけて

ニューヨークにおいて開催されたIFAC 

の国際会計士倫理基準審議会（IESBA）

会議について、また、平成24年６月11

日から15日にかけてエジンバラにおい

て開催された国際監査・保証基準審議

会（IAASB）会議についてそれぞれ報

告があった。 

 

このほか、主な審議・報告事項は次

のとおりです。 

○租税調査会からの意見具申『「国税

通則法第７章の２（国税の調査）関

係通達（案）」に対する意見』に関

する件 

○会計制度委員会からの意見具申に関

する件 

(1) 『「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改

正する内閣府令」（案）等』に対す

る意見について 

(2) 『「企業内容等の開示に関する内

閣府令等の一部を改正する内閣府令

（案）」等』に対する意見について 

○「協会学術賞基金資産運営要領」の

一部変更に関する件 

○「学術賞審査委員会運営等要領」の

一部変更に関する件 

○第47事業年度各種委員会への諮問に

関する件 

○協会出版局発行出版物の刊行に関す

る件 

○「監査契約書及び監査約款」の各種

様式の新設に関する件 

 

 

理事会 

（第47事業年度・第６回 

平成24年８月31日理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

Ⅰ 会長報告 



山崎会長から配付資料に基づき、企

業会計審議会監査部会の動向、税理士

法改正を巡る動向等、最近の事業及び

会務の運営状況について、会則第95条

に基づく報告があり、続いて小見山副

会長から税理士法改正を巡る動向に係

る補足説明があった後、協議を行った。 

Ⅱ 審議事項 
１．総務委員会からの意見具申「品

質管理委員会運営細則等の一部変

更について」に関する件 

平成24年７月18日開催の理事会にお

いて、「上場会社監査事務所登録制度

改正に関する細則等の一部変更要綱案」

が承認されたことを受け、品質管理委

員会運営細則等を一部変更する旨提案

があり、審議の結果、提案どおり承認

された。 

Ⅲ 報告事項 
１．IFAC国際会計教育基準審議会
（IAESB）ニューヨーク会議報告
に関する件 

平成24年６月12日から15日にかけて

ニューヨークにおいて開催されたIFAC

国際会計教育基準審議会（IAESB）会

議について報告があった。 

 

このほか、主な報告事項は次のとお

りです。 

○公会計基準設定のあり方検討につい

て 海外調査（アメリカ・カナダ）

報告に関する件 

○会社法監査の適切な実施に関する金

融庁の動向に関する件 

○「平成23年度・監査業務モニター会

議提言」及び『「平成23年度・監査

業務モニター会議提言」に対する回

答』に関する件 

○「監査業務モニター会議活動報告」

に関する件 

○第47事業年度常置委員会等委員の委

嘱に関する件 

○「フルブライト・プログラム60周年

記念企業・団体募金」に関する件 

以 上 

（総務本部長 中塚雅一） 


